
市民体育館周辺の立入禁止、駐車場利用制限

期間：令和８年２月９日～令和９年３月下旬

市民体育館の改修工事のため、敷地への一部立入禁止や駐車場の利用制限が生じます。
御不便をおかけしますが、御理解と御協力をお願いします。

市民体育館の事務室とトレーニング室、市民体育館西側の柔剣道場と弓道場は、工事中も使用可能です。

立入禁止 駐車可能

工事車両動線 利用者動線

利用者動線（歩行者のみ）

※ 仮囲いの設置により、駐車場区画が縦方向に狭くなる部分があるため、車体が少し区画からはみ出す

 可能性があります。

  御不便をおかけしますが、通行には十分御注意いただき、離合の際には譲り合いの精神で御対応をお

 願いします。

４６台利用可能

※車⾧の⾧い車優先

２５＋２（優先）台利用可能

※車⾧の短い車優先

※２月１６日（月）から２０日（金）まで

は、利用できません。

※コンクリート打設時は１０台減少
喫煙場所

駐輪場


